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2022年 8月 3日 

各 位 

 

会 社 名 Z ホールディングス株式会社 
代 表 者 名 代表取締役社長 Co-CEO（共同最高経営責任者）  

川邊   健太郎 
           （コード：4689 プライム） 

問い合わせ先 専務執行役員 GCFO（最高財務責任者）  
坂  上  亮  介 

 （電話：03-6779-4900） 
 

 

株式給付信託（J-ESOP）の導入に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日、会社法第 370 条及び当社定款第 25条（取締役会の決議に替わる書面決議）に基づき、

当社の連結子会社である LINE株式会社（以下「LINE」といいます。）における、「株式給付信託（J-ESOP）｣

（以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定

される信託を「本信託」といいます。）の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

なお、本制度の導入に伴い、当社は新株式 26,358,100 株（12,759,956,210 円）を株式会社日本カス

トディ銀行（信託Ｅ口）に割り当てることを同時に決議いたしました。詳細につきましては、本日付「株

式給付信託（J-ESOP）の導入に伴う第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ｣をご参

照ください。 

 

記 

 

１．導入の背景 

  当社は、2019 年 12 月 23 日付で当社と LINE 株式会社（現 A ホールディングス株式会社）が公表

した「経営統合に関する最終合意の締結について」、及び 2021年 1 月 20日付で当社が公表した「LINE

株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載のとおり、LINE及

び同社の関係会社の役職員を対象とするインセンティブ制度として、当社普通株式を目的としたスト

ック・オプションを発行しております。 

 また、当社は、2021年 10月 25日付で当社が公表した「ストック・オプション（新株予約権）の発

行に関するお知らせ」に記載のとおり、LINE の３ヵ年報酬制度（LINE の 2019 年２月 26 日開催の取

締役会において決議された方針に基づく、2019 年 12 月期からの３年間を対象期間とする株式報酬制

度をいいます。）のうち、最終年度分となる LINE及び同社関係会社の役職員のうち主に従業員向けイ

ンセンティブプランについては、LINE の３ヵ年報酬制度の規模を踏まえつつ、経済条件等を検討のう

え、その時点では付与の時期及び方法については、未定としておりました。 

この度、当社及び LINE は、ストック・オプション又はこれと同等の規模感を持つ制度を導入する

ため、制度の規模を踏まえつつ、代替となるインセティブ制度を検討してまいりましたが、過去の LINE

での本制度の実績及び効果等を総合的に勘案した結果、LINEの従業員等（LINE及び LINE関係会社の

従業員等を含むものとします。以下同じです。）向けインセンティブ制度として、「本制度」を導入す
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ることといたしました。 

なお、本制度の導入は、LINE の従業員等の当社株価及び当社グループの業績向上への関心が高まり、

これまで以上に意欲的に業務に取り組むこと、当社グループ内での優秀な人材の繋ぎ止めに寄与する

こと及び持続的な成長に資することが期待されます。 

 

２．本制度の概要 

本制度は、予め LINEが定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした LINE の従業員等に対

し当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）を給

付する仕組みです。 

LINE は、LINE の従業員等に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、株式給付規程に定め

る一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付しま

す。LINE の従業員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得

し、信託財産として分別管理するものとします。 

 

３．本信託の概要 

(1)名称        ：株式給付信託（J-ESOP） 

(2)委託者       ：LINE 株式会社 

(3)受託者       ：みずほ信託銀行株式会社 

（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行） 

(4)受益者       ：LINE の従業員等のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 

(5)信託管理人     ：LINE の従業員等から選定 

(6)信託の種類     ：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 

(7)本信託契約の締結日 ：2022 年 8月 12日（予定） 

(8)金銭を信託する日  ：2022 年 8月 12日（予定） 

(9)信託の期間     ：2022 年 8月 12日（予定）から信託が終了するまで 

         （特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。） 

 

４．本信託における当社株式の取得内容 

(1)取得する株式の種類        ：当社普通株式 

(2)株式の取得資金として信託する金額 ：12,759,956,210 円 

(3)取得株式数の上限         ：26,358,100 株 

(4)株式の取得方法          ：第三者割当による株式発行 

(5)株式の取得日           ：2022 年 8月 18日（予定） 

 

以 上 
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